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2021 年度以降の循環型社会形成自主行動計画の方針 

2021 年３月 16 日 

一般社団法人 日本経済団体連合会 

１．自主行動計画全体のあり方 

 循環型社会形成に向けた取組みは、資源小国であるわが国にとってのみな

らず、人口増加等による資源制約の強まりを背景として、世界的にも重要性を

増すことが見込まれる。 

経団連においては、循環型社会の形成に向けた経済界の主体的な取組みを

推進するため、業種ごとの数値目標や目標達成のための具体的対策等を盛り

込んだ自主行動計画を策定し、毎年度フォローアップ調査を実施してきた。 

現在、「循環型社会形成自主行動計画」として、45 業種の協力のもと、①産

業廃棄物最終処分量削減目標、②業種別独自目標、③業種別プラスチック関連

目標の３つの目標を業種ごとに掲げて取り組んでいる。 

 海洋プラスチック問題や諸外国の廃棄物輸入規制など、新たな課題への対

応も求められており、引き続き、イノベーションの創出・推進を図りつつ、2021

年度以降も経済界の自主的取組みを継続する。 

 

２．産業廃棄物最終処分量の削減目標 

経団連では、産業界全体の目標として、産業廃棄物最終処分量の削減を掲げ、

４次にわたり目標を深掘りして取り組んだ結果、2019 年度の最終処分量は、

2000 年度比約 77.8％の削減（1990 年度比約 93％減）を達成した。これによ

り、1990 年代には深刻な問題となっていた処分場の逼迫問題が改善するなど、

本計画は大きな役割を果たしてきた(1990 年代に２年余りだった残余年数が

2017 年度に約 16.4 年に伸張）。 

しかしながら、産業廃棄物の再資源化率が既に 100％に近い水準まで進んだ

業種があることや、再資源化が難しい廃棄物を扱う業種もあり、2010 年以降

はほぼ横ばいの状況となっている。また、最終処分量のこれ以上の削減は、エ

ネルギー消費量の増加など低炭素社会の実現に逆行する場合もあるとの指摘

もある。 

さらには、諸外国の廃棄物輸入規制の強化などにより最終処分せざるを得

ない廃棄物が増加する可能性や、防災・減災やインフラ老朽化への対策などに

よる建築工事の増加など、今後の様々な産業廃棄物最終処分量の増加要因も

指摘されている。 

加えて、新型コロナウイルス感染症の拡大による経済活動への影響や、災害

の増加による産業廃棄物処理への影響など、多くの不確定要素もある。 
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こうした状況のなかにおいても、循環型社会形成における産業界の最も代

表的な指標である「産業廃棄物最終処分量」を「現状水準より増加させない｣

との考え方のもと、産業界全体の削減目標を掲げて、引き続き、削減に取り組

む。 

 

【産業界全体の削減目標】 

「低炭素社会の実現に配慮しつつ適切に処理した産業廃棄物の最終処分量に

ついて、2025 年度に 2000 年度実績比 75％程度削減を目指す」 

〈考え方〉 

・ ほぼ横ばいが続いている直近５年間平均(2014～2018 年度)で 2000 年度比

「75％」の削減（459 万トン）であり、次の５年間もその水準を維持する

ための努力を継続する。 

・ エネルギー消費への配慮や、適切な処理の徹底など、様々な制約のなか

でも、産業界が総合的な見地から最終処分量の削減に向けた努力を継続

することを示すため、「低炭素社会の実現に配慮しつつ適切に処理した産

業廃棄物の最終処分量」の表現については、引き続き明記する。 

※この目標は、2021 年度以降に、産業界の廃棄物削減努力を超える産業廃棄

物最終処分量の新たな増加要因が生じた場合には、適宜必要な見直しを行

うこととする。 

 

３．業種別独自目標のあり方 

３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の推進など、循環型社会形成に

向けた取組みは、業種・業態によって異なることから、産業界全体の目標とし

て、統一的な指標を掲げにくい状況にある。そうしたことから、2006 年度よ

り各業種団体では、最終処分量の削減目標以外の｢業種別独自目標｣も掲げて、

循環型社会の形成に取り組んできたところである。 
世界規模の資源制約が指摘されているなか、持続可能な経済社会の発展に

は、限りある資源を効率的に利用することが重要であり、資源循環の質の向上

に着目した取組みが今後も求められる。 
そこで、2021 年度以降の自主行動計画においても、業種ごとの特性や事情

等を踏まえた、資源循環の質の向上に向けた「業種別独自目標」を任意に設定

して取り組んでいく。 

 

４．業種別プラスチック関連目標のあり方 

経団連は、国際社会が直面する海洋プラスチック問題および国内のプラス

チック資源循環について、基本的な考え方や今後の施策に関する提言として、
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2018 年 11 月、「『プラスチック資源循環戦略』策定に関する意見」を取りまと

め、公表した 。本意見には、「プラスチック対策をより一層意識したかたちで、

『経団連循環型社会自主行動計画』の充実に向けた検討を行う」旨を盛り込ん

だ。 

同意見を踏まえ、循環型社会形成自主行動計画の参加団体・企業においては、

海洋プラスチック問題の解決やプラスチック資源循環の推進に貢献する目標

の検討を行った。その結果、「業種別プラスチック関連目標」として、2020 年

度フォローアップ調査結果においては、合計 40 業種から 85 件の目標が表明

されることとなった。 

海洋プラスチック問題やプラスチック資源循環の推進に関する課題につい

ては、一過性の取組みでは解決できず、国際連携も重要となる。そこで、経団

連では、更なる目標の充実を図るとともに、これらの業種の取組みを広く国内

外に情報発信するため、2021 年度以降も引き続き、「業種別プラスチック関連

目標」に取組む。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


